
内閣官房　地域活性化統合事務局

国際戦略総合特別区域及び地域活性化総合特別区域における新たな規制の特例措置に関する提案に対する国と地方の協議の結果について

提案事項名
担当省庁
担当課

根拠法令 対応
実施時

期
スケジュー

ル
理由・根拠となるデータ・法令解釈・条件/代替案の内容とその妥当性・論点など ※対応の但し書き 対応 理由等

栃木発再生可
能エネルギービ
ジネスモデル創
造特区

58
水利権協議の簡素
化

本県の特区指定地域内で予定している一定の近
隣エリア内の農業用水路で多数の小水力発電施
設を設置する事業で、かんがい用水利権に完全従
属の場合については、同一水系や同一水路、近傍
水路であれば、包括的な水利権取得を可能とす
る。もしくは届出を可能とする。

水利権協議の簡素
化

国土交通
省
水管理・国
土保全局
水政課　水
利調整室
河川環境
課　流水管
理室

河川法第23条
河川法施行規則第４０
条

Ｄ － －

<包括的な水利権の取得について>
　複数の発電所であっても、使用水量や発電能力等が明確で、従属発電であること
が明らかである場合には、複数の従属発電を１本の水利使用で許可することは可
能な場合があります。
　（栃木県内での事例：百村第一第二発電所、蟇沼第一第二発電所、那須野ヶ原用
水ｳｫｰﾀｰﾊﾟｰｸ発電設備）

ａ Ⅰ

栃木発再生可
能エネルギービ
ジネスモデル創
造特区

58
水利権協議の簡素
化

本県の特区指定地域内で予定している一定の近
隣エリア内の農業用水路で多数の小水力発電施
設を設置する事業で、かんがい用水利権に完全従
属の場合については、同一水系や同一水路、近傍
水路であれば、包括的な水利権取得を可能とす
る。もしくは届出を可能とする。

水利権協議の簡素
化

国土交通
省
水管理・国
土保全局
水政課　水
利調整室
河川環境
課　流水管
理室

河川法第23条 Ｆ

平成24
年度中
検討、
可能な
限り速
やかに
措置

平成24年度
中検討、可
能な限り速
やかに措置

<届出について＞
　　「エネルギー分野における規制・制度改革に係る方針」（平成２４年４月３日閣議
決定）を踏まえ、河川から取水した農業用水等を活用した小水力発電（従属発電）
について、河川の流量への新たな影響が少ないことから、申請者の負担を大幅に
軽減するため、現行の水利使用の許可制度に代わり、新たに登録制の導入を検討
することとしています。

ｂ
既存の水利権に完全従属の場合は届出で可能となるよう、速やかな検討・実施をお願いし
たい。

国交省の、今後の検討状況やスケ
ジュールを踏まえ、協議の継続を含
めて提案事項の実現に向けた対応を
取る必要がある。

Ⅱ

栃木発再生可
能エネルギービ
ジネスモデル創
造特区

59
主任技術者兼任要
件の緩和

農業用水路における１施設あたり出力十～数十kW
の小水力発電を一定のエリア内に多数の設置する
場合には、水路設置の工事での監督時に、検査を
受け、保安体制のチェック等が十分であれば、兼任
要件や雇用形態を緩和し、従来よりも少ない技術
者の配置での管理を可能とする。

主任技術者兼任要
件の緩和

経済産業
省原子力
安全・保安
院電力安
全課

電気事業法第４３条第
２項
電気事業法施行規則
第５２条第１項、第３項
平成23年経済産業省
告示第38号
主任技術者制度の解
釈及び運用（内規）

Ｄ

平成２
４年３
月に内
規の改
正済

平成２４年３
月に内規の

改正済

　本提案は一部現行制度により対応が可能である上、全国展開で実施済み。
　電気事業法施行規則第５２条第１項及び平成２３年経済産業省告示第38号の規
定に基づき、ダムを伴わない、出力が200kW未満及び最大使用水量が毎秒１立方
メートル未満等の一定の条件を満たす水力発電設備については、主任技術者の選
任を要しない。
　また、これらの条件に満たない設備については、電気事業法第５２条第３項に基
づき、経済産業大臣が承認した場合は、２以上の事業場又は設備の主任技術者を
兼ねさせることができることとしており、その承認については「主任技術者制度の解
釈及び運用(内規）」に基づき、「① 兼任させようとする者が、第１種ダム水路主任技
術者免状又は第２種ダム水路主任技術者免状の交付を受けていること。② 兼任さ
せようとする水力発電所が、既に選任されているものと同一水系又は近傍水系にあ
ること。」等の要件を満たせば可能である。自治体が提案する内容は一定エリアに
おける兼任を求めるものであり、「同一水系又は近傍水系」にあたるものと考えられ
ることから、兼任は可能と考えられる。
　平成24年3月に行った当該内規の改正により、ダム水路主任技術者の外部委託
も可能と なり派遣労働者等から選任したダム水路主任技術者の兼任も可能となっ
た。
　さらに、電気事業法第４３条第２項に基づき、経済産業大臣の許可を受けることに
より、主任技術者免状の交付を受けていない者を、主任技術者として選任できる。
　これらの制度を組み合わせて利用することなどにより、自治体が求めるより少な
い技術者での保安が可能となると考えられる。

ａ Ⅰ

栃木発再生可
能エネルギービ
ジネスモデル創
造特区

60
他目的使用料の算
定式の見直し

農林水産省では発電事業の普及に向けて「かんが
い用水利権に完全従属する小水力発電の場合、
水利施設の他目的使用料（施設使用負担額及び
維持管理費負担額）について算定式の見直しによ
る負担軽減を行った」ところであり、国土交通省等
についても同様とする。

他目的使用料の算
定式の見直し

厚生労働
省健康局
水道課

Ｚ ａ 共同事業実施者と協議を進めます。 Ⅰ

栃木発再生可
能エネルギービ
ジネスモデル創
造特区

60
他目的使用料の算
定式の見直し

農林水産省では発電事業の普及に向けて「かんが
い用水利権に完全従属する小水力発電の場合、
水利施設の他目的使用料（施設使用負担額及び
維持管理費負担額）について算定式の見直しによ
る負担軽減を行った」ところであり、国土交通省等
についても同様とする。

他目的使用料の算
定式の見直し

経済産業
省
産業施設
課

　 Ｚ － －

　自治体は、工業用水等を供給するために整備した水利施設において、小水力発
電事業の参入が容易になるよう、他目的使用料の負担軽減を求めているが、実務
者打合せにおいて、具体的な内容を確認したところ、他目的使用料を徴収するか否
かは一義的には施設管理者（県企業局）の判断によることが確認できたため、自治
体側で事実確認を行うこととなった。
　小水力発電事業を実施するにあたり、工業用水道施設の他目的使用料の徴収の
有無が明らかになった上で、規制改革の必要性について検討する。

ａ 共同事業実施者と協議を進めます。 Ⅰ

栃木発再生可
能エネルギービ
ジネスモデル創
造特区

61
ダム水路主任技術
者の選任等の緩和

ダム水路主任技術者の外部委託を可能とする。
ダム水路主任技術
者の選任等の緩和

経済産業
省原子力
安全・保安
院電力安
全課

電気事業法第４３条第
２項

Ｄ

平成２
４年３
月に内
規の改
正済

平成２４年３
月に内規の

改正済

　本提案は全国展開で実施済み。
　ダム水路主任技術者の外部委託ができるよう、「主任技術者制度の解釈及び運
用（内規）」の改正を行った。具体的な改正内容としては、電気主任技術者同様、自
家用電気工作物を対象として外部委託を可能とし、出力規模やダムの有無につい
ては特段の制約を設けていない。
なお、電気事業法第第４３条第２項に基づき、経済産業大臣の許可を受けることに
より、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することも
できる。

ａ Ⅰ

総合特区名 提案事項の具体的内容提案事項名
整理
番号

内閣府
整理

Ⅰ～Ⅳ

国と地方の協議【書面協議】　指定自治体の回答（3／22時点）
（ａ:了解　ｂ：条件付き了解　ｃ：受け入れられない　ｄ：その他）

内閣府整理（コメント欄）
（4／3時点）

国と地方の協議 【書面協議】　担当省庁の見解（3／9時点）
（Ａ-1：指定自治体の提案どおり総合特区で実施　Ａ－2：全国展開で実施。Ｂ：条件を提示して実施、Ｃ：代替案の提示、

Ｄ：現行法令等で対応可能、Ｅ：対応しない、Ｆ：各省が今後検討、Ｚ：指定自治体が検討）

1　／　2



内閣官房　地域活性化統合事務局

栃木発再生可
能エネルギービ
ジネスモデル創
造特区

58
水利権協議の簡素
化

栃木発再生可
能エネルギービ
ジネスモデル創
造特区

58
水利権協議の簡素
化

栃木発再生可
能エネルギービ
ジネスモデル創
造特区

59
主任技術者兼任要
件の緩和

栃木発再生可
能エネルギービ
ジネスモデル創
造特区

60
他目的使用料の算
定式の見直し

栃木発再生可
能エネルギービ
ジネスモデル創
造特区

60
他目的使用料の算
定式の見直し

栃木発再生可
能エネルギービ
ジネスモデル創
造特区

61
ダム水路主任技術
者の選任等の緩和

総合特区名 提案事項名
整理
番号

対応 実施時期
スケジュー

ル
理由・根拠となるデータ・法令解釈・条件/代替案の内容とその妥当性・論点など 対応 理由等

Ｄ Ⅰ

Ｆ

平成24年
度中検
討、可能
な限り速
やかに措
置

平成24年
度中検
討、可能
な限り速
やかに措
置

<届出について＞
　　「エネルギー分野における規制・制度改革に係る方針」（平成２４年４月３日閣議決定）を踏まえ、河川から取水
した農業用水等を活用した小水力発電（従属発電）について、河川の流量への新たな影響が少ないことから、申
請者の負担を大幅に軽減するため、現行の水利使用の許可制度に代わり、新たに登録制の導入を検討すること
としています。

ｂ
既存の水利権に完全従属の場合の届出制について御検討いただいて
いると考えているが、検討状況について御教示願いたい。 Ｆ

自治体の要望する水利権協議の簡素化に
ついて、国交省より「平成24年度中検討
し、可能な限り速やかに措置」という見解が
示されているが、自治体が要望する届出制
及び国交省案の登録制に関する検討結果
が明らかになっていないため、国交省は検
討結果を8月までに自治体に明示し、引き
続き協議をすること。

Ⅱ

Ｄ Ⅰ

Ｚ Ⅰ

Ｚ Ⅰ

Ｄ Ⅰ

省庁の
最新見解

内閣府再整理（コメント欄）
（6／1時点）

内閣府
再整理
Ⅰ～Ⅳ

国と地方の協議【再書面協議】　担当省庁の見解（5／9時点）
（Ａ-1：指定自治体の提案どおり総合特区で実施　Ａ－２：全国展開で実施。Ｂ：条件を提示して実施、Ｃ：代替案の提示、

Ｄ：現行法令等で対応可能、Ｅ：対応しない、Ｆ：各省が今後検討、Ｚ：指定自治体が検討）

国と地方の協議【再書面協議】　指定自治体の回答（5／18時点）
（ａ:了解　ｂ：条件付き了解　ｃ：受け入れられない　ｄ：その他）事務レベ

ル協議を
実施した

もの

内閣府整理 Ⅰ：提案者の取組を実現するための方策について国と地方で合意に至ったもの（今後、合意に至った方策を活用して地方において取組を実現していくもの） Ⅱ：提案者の取組を実現するための方策の方向性について合意に至り、一部条件等を詰めるための協議を継続するもの

Ⅲ：取組を実現するための方策について国と地方の間に見解の相違があり、合意に至らなかったもの Ⅳ：一旦協議を終了し、提案者側で再検討を行うもの

2　／　2


